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文教厚生委員長報告 
 

令和４年６月２３日 

 

今期定例会において、文教厚生委員会に付託を受けました議案４件に

ついて、その審査の経過と結果をご報告申し上げます。  

 

まず、議案第 56 号、令和４年度西都市一般会計予算補正（第４号）につい

て、本委員会に付託された部分についてであります。  

歳出として主なものでは、民生費に令和３年度子育て世帯等臨時特別

支援事業費補助金返還金、教育費に移動図書館車両購入費などの予算が

計上されております。 

本案については、種々質疑の後、ある委員より「本案は、原油価格が

高騰するなか、社会福祉施設、介護施設、認可保育所・認定こども園等

が使用する自動車に対し交付金を支援する事業や、保育士等処遇改善臨

時特別事業補助金、コロナ禍における食材価格の高騰や、感染予防のた

めに実施する臨時休業等で影響を受ける小中学校における給食費の保護

者負担分を支援する事業実施に伴う予算補正、また、市立図書館が図書

館サービスの向上を図るために移動図書館機能を整えた車両購入等の予

算補正であり賛成したい。原油高騰による影響は、市民生活や施設運営

に大きく影響しており、支援の継続と対策を強く要望しておきたい」と

の賛成討論がなされ、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決

すべきものと決しました。  

なお、審査の過程において、ある委員より「コロナ禍における食材価

格の高騰や、感染予防のために実施する臨時休業等で影響を受ける小中

学校における給食費の保護者負担分を支援する事業については予算化さ

れたが、保育所、幼稚園、認定こども園等についても、早期に予算化さ

れることを要望したい」、「コロナ禍における生活支援対策として学校給

食費等の無償化を要望したい」との意見・要望がなされました。 
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次に、議案第 57 号 令和４年度西都市国民健康保険事業特別会計予算補正

（第１号）についてであります。 

本案は、国民健康保険税の賦課額決定などに伴い、総額 2,637 万円を

増額補正しようとするものであります。  

本案については、種々質疑の後、ある委員より「本案は、国民健康保

険税の賦課額決定などに伴う予算補正である。今回の提案では、保険税

増額抑制策として繰越金５千万円が増額補正されているが、その内容は、

高い国保税負担の引き下げを願われる被保険者の皆さんの願いには程遠

いものであり、市民の命と健康、暮らしを願う立場から賛成できない。

保有している２億２千万円の基金を財源に、税率の引き下げと減税対策

を強く求めておきたい」との反対討論がなされましたが、採決の結果、

賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

次に、議案第 59 号 財産の処分についてであります。  

本案は、旧杉安保育所の土地及び建物並びに工作物を株式会社有村産

業に売却しようとするものであります。  

本案については、現地調査を行い、種々質疑の後、ある委員より「本

案は、杉安保育所跡地の土地及び建物並びに工作物を株式会社有村産業

に落札価格９５０万円で処分するものである。本財産処分にあたっては、

仮に建物を売却し、有償で貸し付けた場合には国庫返納金が発生するが、

無償で譲渡する場合には国庫返納金の条件は付されないため、一般競争

入札によって処分をするものであり、財産の有効活用を図る立場から賛

成したい」との賛成討論がなされ、採決の結果、全会一致をもって原案

のとおり可決すべきものと決しました。  
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次に、議案第 60 号 令和４年度西都市一般会計予算補正（第５号）につい

て、本委員会に付託された部分についてであります。  

歳出として主なものでは、民生費に住民税非課税世帯等臨時特別給付

金給付事業費、衛生費に新型コロナウイルスワクチン接種事業費などの

予算が計上されております。 

本案については、種々質疑の後、ある委員より「本案は、令和４年度

に新たに住民税非課税世帯となった約５００世帯に対し臨時特別給付金

１０万円を給付する予算や、新型コロナワクチンの４回目接種の対象と

なる約１万２千人の接種体制を構築するための予算補正であり、賛成し

たい」との賛成討論がなされ、採決の結果、全会一致をもって原案のと

おり可決すべきものと決しました。  

なお、審査の過程において、ある委員より「新型コロナウイルス感染

症対策のためには、ワクチンの接種率が低い年代への対策が必要と考え

るので、接種率向上に対する積極的な対策を図っていただきたい。また、

感染拡大防止の立場から PCR 検査を積極的に図っていただきたい」との

意見・要望がなされました。  

 

以上で報告を終わります。 

よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。  


